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歓迎のごあいさつ 

 

      第 71 回全九州ろうあ者大会 

      第50回全九州手話通訳者研修会 

       実行委員長 堀田 享志 

 

 

 第 71 回全九州ろうあ者大会・第 50 回全九州手話通訳者研修会を宮崎市で開

催し、九州各県の皆さんをお迎えできることをうれしく思っています。 

 昨年、全九州ろうあ者大会が 70 年の節目を迎えたことに続いて、今回の大会

で、全九州手話通訳者研修会が 50 回の節目を迎えることになりました。私たち

聴覚障害者のみならず、通訳関係者等の皆さんが長年にわたり共に語り合い、

共に学び、未来へと歩みを進めてこられた成果であり、その取り組みに深く敬

意を表します。 

 

 昨年 5 月に施行された情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進

法、そして手話言語法の成立を目指した取り組みのほか、旧優生保護法裁判を

はじめとした優生思想をなくすための取り組みなど、いずれも重要性の高い

様々な課題に対してどのように取り組んでいくのか、九州各県の皆さんが集い、

学び、意見を交わし合い、また各県で活動していくことができる実りある大会

となるよう、実行委員会一同で準備を進めているところです。 

 

大会期間中は「太陽とみどり・神話の国」宮崎において、雄大な景色を楽し

める観光地、海の幸、山の幸に恵まれたおいしい料理をぜひお楽しみください。 

皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。 
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第 71回全九州ろうあ者大会・第 50回全九州手話通訳者研修会 開催要綱 

 

１ 目 的 

 九州各県の聴覚障害者と聴覚障害者福祉等に関わる人々が一堂に会して、聴覚障害者

の社会参加の促進を目的として研修、交流を行い、聴覚障害者福祉の向上に寄与するこ

とを目的とする。 

 また、九州各県の手話通訳関係者等が一堂に会して、聴覚障害者や手話通訳問題につ

いて研修を深めることにより、手話通訳制度の前進に寄与することを目的とする。 

 

２ 名 称 

  第 71回全九州ろうあ者大会 

 ①聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

 ②九州聴覚障害者団体連合会理事・評議員・専門部等会議（付帯事業） 

  第 50回全九州手話通訳者研修会 

 

３ 主 催 

  九州聴覚障害者団体連合会 

 

４ 共 催 

  全国手話通訳問題研究会九州ブロック 

  九州手話サークル連絡協議会 

 

５ 主 管 

  第 71回全九州ろうあ者大会・第 50回全九州手話通訳者研修会実行委員会 

 ・社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会 

 ・宮崎県手話サークル連絡協議会 

 ・全国手話通訳問題研究会宮崎県支部 

 ・全国要約筆記問題研究会宮崎県支部 

 

６ 後 援（予定） 

 宮崎県・宮崎市・宮崎県教育委員会・宮崎市教育委員会・宮崎県市長会・宮崎県町村

会・社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会・社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会・一般社

団法人宮崎県身体障害者団体連合会・ＮＨＫ宮崎放送局・ＭＲＴ宮崎放送・ＵＭＫテレ

ビ宮崎 
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７ 参加料 

第７１回全九州ろうあ者大会参加料 第５０回全九州手話通訳者研修会参加料 

大会式典参加料 2,000 円 大会式典参加料 2,000 円 

聴覚障害者問題研修会参加料 3,500 円 手話通訳者研修会参加料 3,500 円 

前夜祭参加料 7,000 円 前夜祭参加料 7,000 円 

 

 

８ 大会・研修分科会日程及び会場 

◆大会及び研修分科会  令和 5 年 9 月 15 日（金）～9 月 17 日（日） 

期日 時間 行事名 会場 

9/15 

（金） 

大会運営委員会等 

10:00～12:00 大会運営合同委員会 県聴障者センター・交流ホール 

13:00～16:30 九聴連理事会 県聴障者センター・試写室 

17:00～18:00 研修分科会関係者打合せ会 県聴障者センター・交流ホール 

9/16 

（土） 

聴覚障害者問題に関わる研修分科会・第 50 回全九州手話通訳者研修会共通研修 

10:00～12:00 共通研修会（合同） 宮崎市民プラザ・オルブライトホール 

聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

13:15～16:30 第 1 分科会 県福祉総合センター・人材研修館 

第 2 分科会 県福祉総合センター・人材研修館 

第 3 分科会 県福祉総合センター・人材研修館 

専門部合同研修会 

（高齢部・女性部・青年部） 
宮崎市民プラザ・オルブライトホール 

第５０回全九州手話通訳者研修会 

13:15～16:30 第 1 講座 県福祉総合センター・本館 

第 2 講座 県福祉総合センター・本館 

前夜祭 

18:30～20:30 前夜祭 アリストンホテル宮崎 

9/17 

（日） 

第７１回全九州ろうあ者大会 

10:00～12:00 第 71 回全九州ろうあ者大会式典 宮崎市民文化ホール 

13:00～15:30 アトラクション・引き継ぎ式 宮崎市民文化ホール 

 

 

9 参加対象者 

 聴覚障害者、聴覚障害児を持つ親、手話関係者、要約筆記関係者、福祉・施設関係者等 
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  共通研修（合同） 

 

 

テーマ『SDGs”誰一人取り残さない“と手話言語で紡ぐ 

            ～共生社会の実現に向けて～』 

 

        

  

2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGｓ）」は「誰一人

取り残さない」と理念を掲げており、17の目標（ゴール）には障害また障害

のある人に直接言及しているものもあります。しかし、障害分野の SDGｓの

取り組みはまだまだ関心が低く、障害のある人が社会に適応し、自らの障害を

克服すべきものとする「医学モデル」の考えが、私たちも含め多くの人々の間

で、社会構造にまだ根強く残っています。 

私たちが「誰一人取り残さない」で真の共生社会を実現するためにはどのよ

うにして取り組むべきか、皆さんと一緒に学ぶことを目的とします。 

 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  10:00～12:00 

 

会場  宮崎市民プラザ・オルブライトホール 

 

内容 

 司会  九州聴覚障害者団体連合会 手話対策部長  富永 悟子 

 

１）オリエンテーション 

２）基調報告 九州聴覚障害者団体連合会 事務局付 日置 太皇 

３）共通研修 一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事 嶋本 恭規 氏 

目的 
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    聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

   『 手話言語 』 
 

テーマ  『SDGs と手話言語』 

 

  

言語には「音声言語」と「手話言語」があることが、障害者権利条約で

認められ、日本では障害者基本法で「言語（手話を含む）」と明記されま

した。そして今、手話言語は音声言語と対等な言語であることの理解と普

及が必要になっています。 

国内においては手話言語に対する認知が高まり、手話言語条例を制定す

る地域が増加しつつありますが、手話言語に対する理解は浸透されていな

い状況があります。 

手話言語を持続可能に、多様な言語の共生社会をめざすために皆さんと

一緒に学習することを目的とします。 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎県福祉総合センター 人材研修館４階・大研修室 

 

内容 

 

 司会  九州聴覚障害者団体連合会 議長  荒木 宏彦 

 

 講師  九州聴覚障害者団体連合会 組織部長 

     全国手話研修センター・日本手話研究所九州班 

            山本 秀樹 氏 

 

 

目的 
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    聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

   『 スポーツ 』 
 

テーマ 『SDGs“誰一人取り残さない世界” 

デフリンピック 2025開催に向けて』 

 

 

昨年９月に長年の夢だったデフリンピック日本開催が決定しました。１００

年近くの歴史があるデフリンピックを日本で開催することは私たちだけでな

く、デフアスリートや聞こえない子どもたちの大きな希望となります。パラス

ポーツ全体に比べてデフスポーツはまだ社会的な関心が低く、さまざまな人々、

社会等とつながりを持とうにも、コミュニケーションの壁により、デフアスリ

ートたちは充分とはいえない練習環境の中で競技を続けています。 

2025 デフリンピックではデフアスリートを主役にし、社会へデフスポー

ツの魅力を発信するとともに、「デフリンピック・ムーブメント」で、誰一人

取り残さない（SDGs）の実現をめざすために一緒に学習することを目的とし

ます。 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎県福祉総合センター 人材研修館４階・大研修室 

 

内容 

 

 司会  九州聴覚障害者団体連合会 理事  寿福 三男 

 

 講師  一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局長 

     デフリンピック運営委員会 委員長 

                      久松 三二 氏 

目的 

 



8 

 

    聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

   『 労 働 』 
 

テーマ 『SDGs（誰一人取り残さない世界） 

         働き甲斐のある職場環境にするには』 

 

 

 

 障害者の法定雇用率が引き上げられ、民間企業は 2.3％となりました。令和

6 年度から 2.5%、令和 8 年度から 2.7%と段階的に引き上げられることに

なります。また、SDGｓのターゲットの一つになっていることから障害者雇

用への関心が高まっています。 

 民間企業で法定雇用に沿った障害者雇用が進められている中、ろう者は職場

の中で働きやすい環境になっているでしょうか。 

 「誰一人取り残さない」ために何をすべきなのか、個人としてできることは

何か、企業としてできることは何かを皆さんと一緒に学習することを目的とし

ます。 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎県福祉総合センター 人材研修館３階・中研修室 

 

内容 

 

 司会  九州聴覚障害者団体連合会 事務局付  日置 太皇 

 

 講師  一般財団法人全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 

                前労働専門委員  岩山 誠 氏 

目的 



9 

 

 

      

                 

テーマ 『SDGs～ともに学び、ともに行動しよう～』 

 

 

 2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGｓ）」とは「世界

中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで

2030年までに解決していこう」という計画・目標のことです。 

 世界では、貧困、紛争、テロ、気候変動、資源の枯渇など、さまざまな問題

が取り上げられてきました。世界経済の発展で、大量生産、大量消費、大量廃

棄がおこなわれ、地球の持続可能性が危ぶまれています。これから先、世界中

の人々が安心安全に暮らしていけるよう、2030年をゴールとして SDGｓの

17目標が掲げられています。 

 「誰一人取り残さない」真の共生社会を実現するために私たちはどう取り組

むべきか皆さんと一緒に学ぶことを目的とします。 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎市民プラザ・オルブライトホール 

 

内容 

 

 司会  九州聴覚障害者団体連合会 女性部長  大堀 信子 

 

 講師  一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事  嶋本 恭規 氏 

 

目的 

聴覚障害者問題に関わる研修分科会 

『専門部（高齢部・女性部・青年部）合同研修』 
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    全九州手話通訳者研修会 

    第１講座 
 

テーマ 『全九州手話通訳者研修会 ５０回目に思うこと』 

 

 

  

 第５０回を迎える全九州手話通訳者研修会。その半世紀の歩みを振り返ると

ともに、九州のろうあ運動をけん引し、支えてきた方々の思いを受け取り、こ

れからを担う私たちが何をすべきかを語り合い、考えていくことを目的としま

す。 

 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎県福祉総合センター 本館２階・セミナールーム 

 

内容 

 

司会  全国手話通訳問題研究会九州ブロック運営委員 松尾 留美 

 

講師 一般財団法人全日本ろうあ連盟 前理事長 安藤 豊喜 氏 

       九州聴覚障害者団体連合会   前理事長 松永 朗 氏 

       全国手話通訳問題研究会九州ブロック相談役 若杉 義光 氏 

       全国手話通訳問題研究会九州ブロック相談役 西川 研 氏 

 

 

目的 
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    全九州手話通訳者研修会 

    第２講座 
 

テーマ 『手話サークルの誕生から現在・未来へ』 

 

 

 

私たちを取り巻く環境は著しく変化しています。そのような中、手話サーク

ルの在り方や果たす役割が問われています。 

今、手話サークルに何が求められているのか、手話サークルの草創期から現

在までの活動を振り返り、「手話サークル活動や組織リーダーの在り方」を学

ぶことを目的とします。 

 

 

日時  2023年 9月 16日（土）  13:15～16:30 

 

会場  宮崎県福祉総合センター 本館２階・セミナールーム 

 

内容 

 

司会 九州手話サークル連絡協議会 副会長  山口 美由紀 

 

講師 九州手話サークル連絡協議会 顧問   村本 宗和 氏 

 

目的 
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    大会式典・アトラクション 

 

大会式典  ２０２３年９月１７日（日） 10:00～12:00 

アトラクション  ２０２３年９月１７日（日） 13:00～15:30 

会場    宮崎市民文化ホール 

参加費    ２，０００円（大会記念誌・記念品） 

 

◆アトラクション 

 

   

 

 

 

 

前 夜 祭 

 

ご参加の皆様との意見交換や親睦を深めるため、お誘いあわせの上ぜひご参加

ください。 

 

◆開催日時：2023 年 9月 16日（土）18:30開会（20:30閉会） 

◆開催場所：アリストンホテル宮崎 – レストランラウンジ KAHU - 

◆参 加 費：お一人様 7,000円（料理・飲物・消費税込） 

◆参加ご希望の方は、申込書の「前夜祭」欄に○印をご記入ください。 

※ご参加は事前予約制とさせていただいております。当日の申込はできません

ので、あらかじめご了承ください。 

2013年、砂田アトム、野

﨑誠、板橋みつお、江副悟

史、今井彰人がコメディを

中心にした手話による演

劇グループ「男組」を結成。 

同年 10月に旗揚げ公演。

以降、全国各地で公演を行

っている。 
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☆託児所の利用について☆ 

 

（１）受付及び案内について 

託児所は下記の２日間用意します。 

① 9月１6日（土） 午前 10時～午後５時 00分 

② 9月１7日（日） 午前 10時～午後 3時 30分 

受付が終わりましたら託児所へご案内いたします。 

 

（２）注意事項 

○申込みされる方は、希望される分科会・大会の保育申込に○を記入され、申込書下の「保育

申込者」にお子様の氏名を記入の上、提出してください。 

○特別な配慮が必要な場合は、申込書に記入ください。 

○託児所の都合で、お預かりできるお子さんは「３歳以上」とします。 

○当日病気や熱のあるお子さんは、お預かりすることができませんので、ご了承ください。 

○昼食・おやつ・飲み物は準備いたしません。保護者各自でご用意ください。 

○持ち物については名前をご記入ください。 

○託児利用料として１人５００円を当日受付にてお支払いください。 

 大会参加費・宿泊費等とは別になります。 

○託児利用料の一部をボランティア行事保険料として使用します。 

○その他分からないことがありましたら、実行委員会までお問い合わせください。 

 

（３）準備していただく物（必要に応じて準備をお願いいたします。） 

○託児利用料金 ５００円／一人・・・・【必須】 

○健康保険証（当日保護者の方がお持ち下さい）・・・・【必須】 

○着替え ○防寒着、毛布（昼寝用） ○タオル、ハンカチ、ちり紙 ○おしぼり 

○着替えを入れる袋 ○昼食、飲み物、おやつ ○ミルク、哺乳瓶 

○オムツ、オムツ入れ、お尻ふきシート 

○お子さんの好きなもの（絵本、塗り絵など）やリラックスできるもの 

 

（４）個人情報について 

 ○申込書に記入いただいた個人情報は、託児のみに利用し、大会終了後は廃棄いたします。 
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会場・ホテルのご案内
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第3駐車場

第2駐車場

第1駐車場

市民文化

ホール

市立
図書館市総合福祉

保健センター

ふれあい広場

大坪池公園

市民文化ホール

大

坪

池

④

⑥

番
号

ホテル・会場名 住所 電話番号

① ホテルマリックス 宮崎市千草町15-8 0985-28-6161

② アリストンホテル宮崎 宮崎市橘通西3-1-1 0985-23-1333

③ ケイズストリートホテル 宮崎市橘通東1-8-6 0985-61-8622

④ 県福祉総合センター 宮崎市原町2-22 0985-27-0858

⑤ 宮崎市民プラザ 宮崎市橘通西1-1-2 0985-24-1008

⑥ 宮崎市民文化ホール 宮崎市花山手東3丁目25-3 0985-52-7722

宮崎市民文化ホール周辺地図（市内から南へ車で15分～20分）

県総合福祉センター・本館（MRT前から徒歩で約8分）

③

②

市役所

県庁

橘

通
り

高千穂通り

大淀川

橘通り1丁目

橘通り2丁目

橘通り3丁目

MRT前
カリーノ宮崎前

第71回全九州ろうあ者大会・第50全九州手話通訳者研修会

＜宮崎市中心部案内図＞

①

宮

崎

駅

⑤

宮崎市から『天満橋』を通り（大坪通り）を
南進し『大坪町』の信号機で右折して
約150ｍ進んだ先の『花山手南』の信号機を
右折しますと『宮崎市民文化ホール』が見えて
まいります。

天満橋

花山手南

天満橋から南進

大坪町信号機
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☆大会に関するご案内
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（１）開催期日：2023年9月16日（土）：18:30開会～20:30閉会
（２）開催場所：アリストンホテル宮崎 レストランラウンジ花風-KAHU-
（３）参加費  ：￥7,000-（税込）（料理・飲料・消費税込）

※旅行契約には該当しません。キャンセル料はP18をご確認ください。

■ 弁当の取り扱いについては旅行契約に該当致しません。キャンセル料はP18をご確認ください。
■ 16日分科会は弁当付きです。欠食の場合も料金は変わりません。
（弁当の必要数を把握するため、必要ない方は申込書に「不要」とご記入ください）
宮崎市民プラザ、県福祉総合センターの各分科会受付で参加者への配布を行います。

■ 17日の大会式典の弁当は事前注文制です。希望される方は申込書に記入の上申し込みください。

（ご注意）
■ 食事座席数に限りがございますので、その会場の指示によりお召し上がりください。
■ お弁当は受取り後、早めにお召し上がりください。

☆前夜祭に関するご案内

■ 参加ご希望の方は申込書の【前夜祭】欄に〇印をご記入ください。
※ご参加者は事前予約制とさせていただいております。
当日の申込は出来ませんので、あらかじめご了承ください。

☆研修会参加費・大会式典・アトラクションに関するご案内
 （１） 研修会     ：2023年9月16日（土）：10:00～17:00
（２）大会式典 ：2023年9月17日（日）：10:00～12:00
（３）アトラクション：2023年9月17日（日）：13:00～15:30
（４）開催場所   ：16日 宮崎市民プラザ、宮崎県福祉総合センター

 17日 宮崎市民文化ホール
（５）研修会参加費  ：￥3,500-（税込）

 大会式典（アトラクション）参加費：￥2,000-（税込）（大会記念誌・記念品込）
※研修会参加費・大会式典・アトラクションは事務局からの依頼により東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ（株）宮崎支店が代行収受いたします。

旅行契約には該当いたしません。

☆無料シャトルバスに関するご案内（事務局側が用意した無料のシャトルバスです。）

（１）設定日 ：2023年9月17日（日）
（２）行  程  ：
【行き】ケイズストリートホテル 8:40発→アリストンホテル 8:45発→ホテルマリックス 8:50発→宮崎市民文化ホール 9:20着
【帰り】宮崎市民文化ホール 16:00発→南宮崎駅 16:15頃→宮崎駅東口 16:30頃

※多少交通事情により時間の遅延等ありえますので、ご了承ください。

（ご注意）【案内申込書にてホテル宿泊を申し込まれた方限定】となります。
それ以外のホテルに宿泊された方、インターネットで予約された方は対象外です。

第71回全九州ろうあ者大会 第50回全九州手話通訳者研修会

研修会参加費 ３，５００円 研修会参加費 ３，５００円

大会式典のみの参加費 ２，０００円 大会式典のみの参加費 ２，０００円

前夜祭 ７，０００円 前夜祭 ７，０００円

☆お弁当に関するご案内
（１）設定日：2023年9月16日（土）、17日（日）：２日間設定

（２）代   金：お茶付き￥1,100-（税込）
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☆ご宿泊に関するご案内

（１）設定日 ：2023年9月15日（金）、16日（土）、17日（日）：３泊設定

（２）旅行代金（1泊朝食付・税金・サービス料込のお一人様１泊あたりの料金です。）

■ 上記宿泊プランは、東武トップツアーズ(株)宮崎支店の募集型企画旅行です。
 ご旅行条件書（P19）をご一読の上、お申込みをお願い致します。
 キャンセル料はP17をご確認ください。

          ■ ホテル客室は洋室、バス・トイレ付です。

          ■ お部屋は基本禁煙部屋とさせていただきます。

■ ケイズストリートホテルは、バスタブありが【3-S-1】、バスタブなし（シャワーのみ）が【3-S-2】となります。

          ■ 各ホテルとも『 朝食付 』 です。

          ■ 部屋数に限りがございますので、ご予約は先着順とさせて頂きます。予めご了承ください。

          ■ 地図番号は（P14）をご覧ください。

          ■ 駐車場は、先着順となります。現地フロントでお支払ください。なお、コインパーキングをご案内する場合も

ございます。

          ■ 添乗員は同行致しません。チェックイン等の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

■ 上記のホテルへお申込みの方には、特典として、

『9月17日、各ホテルから宮崎市民文化ホールへ、終了後、南宮崎駅、宮崎駅まで』
の無料シャトルバスが用意されています。
車で来られる方や乗車しない方は、ホテル申込書下のシャトルバス希望に【乗車しない】と○をつけてください。

■ 最少催行人員：1名様

地図

番号

① ホテルマリックス シングル（1名1室利用） 8,500円 1-S 900円

アリストンホテル宮崎 シングル（1名1室利用） 9,500円 2-S

(前夜祭会場） ツイン　（2名1室利用） 8,000円 2-T

シングル（1名1室利用）

※バスタブあり

シングル（1名1室利用）

※バスタブなし

8,500円 3-S-1

7,500円 3-S-2

駐車場

（１泊あたり）

900円～

1,000円

850円

ホテル名 部屋タイプ 旅行代金 申込記号

②

③ ケイズストリートホテル

16
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◇お申込方法と申込期限

参加申込書に必要事項を記入の上、8月10日（木）までに所属の聴覚障害者協会・手話サークル事務局に
個人申込書と『研修会』・『大会式典・アトラクション』『前夜祭』の参加費を添えてお申込みください。

※大会参加のみの方（宿泊等不要な方）も必ずお申込み下さい。

申込みの流れ

※託児希望の方は、申込用紙の【保育申込】にご記入ください。また、オムツ・おやつ・飲み物等は、記名し
各自ご持参ください。

※代金のお支払いは各県協会において取りまとめの上、請求書に基づき下記指定口座までお振込みください。
振込み手数料はお客様負担となります。

（銀行名）  みずほ銀行 東武支店
（口座番号）当座9329080
（口座名義）トウブトップツアーズカブシキカイシャ

※ 支払い期限：2023年9月14日（木）まで

◇お申込後の変更・取消について
 ※変更・取消が生じた場合は、必ずFAXにて宮崎県実行委員会までご連絡ください。お電話での変更・取消は

承りかねます。予めご了承ください。
※お申込後の取消につきましては、下記の規定となります。

①大会参加費・研修会参加費について
大会参加費・研修会参加費は、参加取消の場合でも返金はできません。予めご了承ください。

②宿泊について
お客様のご都合による取消・変更につきましては下記の規定により取消料を申し受けます。

お申込みに関するご案内

参
加
者
申
込

各
県
聴
覚
障
害
者

協
会
（
７
県
）

東
武
ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
ズ

個人申込書送付
総括申込書メール送信

8月10日（木）迄
8月17日（木）迄

請求書送付

9月1日（金）頃

20日前から8日前まで 7日前から2日前まで

取消料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

旅行開始日

前日の解除

旅行開始日

当日の解除

旅行開始後の解除

または無連絡不参加

旅行開始の前日から起算してさかのぼって

取消日

※宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊ごとに下記の取消料を申し受けます。

※ご宿泊当日12時までに取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い、100％の取消料を申し受けます。

大会クーポン券等の送付 9月1日（金）予定
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ご返金について
返金が生じた場合は、取消料を差し引いてご返金致します。

 各県聴覚障害者協会様ご指定の口座へ大会終了後、1か月～２か月以内にご返金致します。

個人情報の取り扱いについて
 お申込みに際しご記入していただく個人情報に関しましては、参加者登録、お客様との連絡、
 今大会における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲において、
大会実行委員会事務局と東武トップツアーズ(株)宮崎支店が共同で利用させていただきます。
その他、個人情報の取り扱いにつきましては、 旅行条件説明書（P19）に明記しております。

 必ず内容をご確認・ご同意の上、申込みいただきますようお願い致します。

お問合せ先

④お弁当について

お客様のご都合による取消・変更につきましては下記の規定により取消料を申し受けます。

【旅行企画・実施】

観光庁長官登録旅行業第３８号 JATA正会員 ボンド保証会員

東武トップツアーズ株式会社 宮崎支店
〒880-0805 宮崎市橘通東3-1-47 宮崎プレジデントビル４階
TEL：050-9001-9774   FAX：0985-29-3010
担当者：南・黒木・徳永・工藤 E-mail：miyazaki0915@tobutoptours.co.jp
営業日：平日9:30 ～ 17:30 （土曜・日曜・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：工藤 義治

客国 23－178

③前夜祭について
お客様のご都合による取消・変更につきましては下記の規定により取消料を申し受けます。

取消日

取消料

利用日の前日12時（正午）まで 利用日の前日12時（正午）以降

無料 お弁当代の100％

取消料 無料 参加費の20% 参加費のの30% 参加費のの40% 参加費のの50% 参加費のの100%

開催日

前日の解除

開催日

当日の解除

開始後または

無連絡不参加
取消日

開催日の7日～

2日前まで

開催日の20日

～8日前まで

開催日の

21日前まで



旅行条件書  本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に
           定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は東武トップツアーズ株式会社宮崎支店（以下

「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、

この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契

約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することに

なります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの

記載内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程表）、並

びに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）により

ます。

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立

(1) 当社は、団体･グループを構成する旅行者の代表

としての契約責任者から申込みがあった場合、契約の

締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有し

ているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する

取引は、当該代表者との間で行います。 

(2) 所定の申込書によりお申込みください。 

(3) 旅行契約は、当社が契約を承諾し、旅行代金を受領

した時に成立するものとします。 

(4) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客

様など、お客様の状況によっては、当初の手配内容に含

まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があ

ります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方

は、ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し

出ください。

２、旅行代金のお支払い

旅行代金は、「お申込みに関するご案内」の条件によ

りお支払いいただきます。これ以降にお申込みの場合は

、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いい

ただきます。

３、旅行代金に含まれるもの

「募集要項」に記載のとおりです。それ以外の費用は

お客様負担となります。

４、旅行内容・旅行代金の変更

(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の

運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の

関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないと

きは、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。

天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービス

が中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の

宿泊費、交通費等はお客様の負担となります。

(2) お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は

契約条件の変更となります。実際にご参加いただくお客

様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじ

めご了承ください。詳しくは係員におたずねください。

５、旅行契約の解除

(1) お客様は、「お申込みに関するご案内」「お申込後の

変更・取消しについて」記載の取消料をお支払いいただ

くことにより、いつでも旅行契約を解除することができ

ます。なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・

営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準

とします。また、当社は当社旅行業約款の規定に基づき

、旅行開始前及び旅行開始後であっても、お客様との旅

行契約を解除することがあります。

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更さ

れる場合、また、申込人数から一部の人数を取消される

場合も、上記取消料の対象となります。

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実

施を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開

始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日

より前までに旅行を中止する旨を通知します。

６、旅程管理及び添乗員等の業務

(1) 添乗員は同行いたしません。(2) 必要なクーポン類を

お渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受ける

ための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。

また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要と

する事由が生じた場合における代替サービスの手配及び

必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。

７、当社の責任及び免責事項

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお

客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。た

だし、手荷物の損害については、14日以内に当社に対し

て通知があった場合に限り、お１人様15万円を限度とし

て賠償します。（当社に故意又は重大な過失がある場合

を除きます。）

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により

損害を被られたときは、当社は責任を負いません。①天

災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれら

による日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等の

サービス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅

行の中止 ③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機

関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれ

らによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮

８、旅程保証

(1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容の

うち、次の①～⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、

旅行代金に1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を

支払います。ただし、1企画旅行につき合計15%を上限

とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払い

いたしません。

①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地又は観光施設

レストラン、その他の旅行目的地 ③運送機関の等級又は設

備のより低い料金のものへの変更 ④運送機関の種類又は会

社名 ⑤本邦内の出発空港又は帰着空港の異なる便への変更 

⑥宿泊機関の種類又は名称⑦宿泊機関の客室の種類、設備、

景観その他の客室の条件⑧前各号に掲げる変更のうちツアー

タイトル中に記載があった事項(2) ただし、次の場合は

当社は変更補償金を支払いません。

①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サービス

提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。）

ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、

不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画

によらない運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生

命又は身体の安全確保のために必要な措置

②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を

受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅

行サービスの提供を受けることができた場合。

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金

の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のあ

る物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うこ

とがあります。

９、特別補償

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様

が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体

又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見

舞金を支払います。死亡補償金1,500万円、入院見舞金2

～20万円、通院見舞金1～5万円、携帯品損害補償金 旅

行者1名につき15万円以内。

１０、お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業

約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受

けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客

様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に

努めなければなりません。

(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と

実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中

に事故などが発生した場合は、旅行地においてすみや

かに当社又は旅行サービス提供機関にお申し出くださ

い。

１１、個人情報の取扱い

（1）当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりする

お客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、

お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、

当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する

保険手続のために利用させていただくほか、お客様への

商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアン

ケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理

、旅行参加時におけるご案内などのために利用させてい

ただきます。

 (2)当社は、本項（１）の利用目的の範囲内で、個人情

報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿

泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅

行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行

販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託して

いる業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号なら

びに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番

号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信

する等の方法により提供させていただきます。また、事

故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交

通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の

提供に協力する場合があります。

(3）当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様

の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしており

ます。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合に

おいて、国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認

めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連

絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国

内連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りが

あった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来

たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。

お申込みいただく際には、これら個人情報の提供につい

てお客様に同意いただくものとします。

(5）個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情

報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情

報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は

、取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理責

任者は当社コンプライアンス室長となります。

１２、お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に

譲り渡すことができます。ただし、交替に際して発生し

た実費についてはお客様にお支払いいただきます。

１３、その他

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

(2) この旅行条件・旅行代金は 2023年 5月 1日現在を

基準としております。

●お申込み・お問合わせは
【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第38号

宮崎支店
宮崎県宮崎市橘通東3丁目1－47宮崎ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾋﾞﾙ4階   

電話番号：050-9001-9774 FAX番号：0985-29-3010

営業日：平日9:30～17:30 休日：土・日・祝

一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

   総合旅行業務取扱管理者：工藤 義治  

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所

での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明の点がありましたら、

遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

(2017.6版)

客国23－178
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※旅行手配に必要な範囲内での大会事務局・宿泊機関等への個人情報の提供について同意のうえ、以下の通り申込みます。
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宿泊日 申込記号 ツイン同室希望者 金額

（記入例） 2-Ｔ 宮崎　太陽 8,000

9月15日（金）泊

9月16日（土）泊

9月17日（日）泊

　（例）※各ホテルから出発するシャトルバスに『乗車する』OR『乗車しない』　〇を囲んでください。　

宿泊

宿泊費　小計

総合計（参加費小計＋宿泊費小計）

※各ホテルから出発するシャトルバスに『乗車する』OR『乗車しない』　〇を囲んでください。

当日受付

当日受付

ふりがな 年　　齢 性　　別

氏名 歳 　  男　・　女

聴障者　・　健聴者　・　盲ろう者

歳 　  男　・　女

歳 　  男　・　女

〒

保育で注意すること

（アレルギーなど）

FAX

TEL住所

手話　・　要約筆記　・　触手話　・　音声

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

会場で必要な情報

コミュニケーション手段

保育申込者
名

前

日付 参加費 希望欄 金額

第１分科会 3,500円 円

第２分科会 3,500円 円

第３分科会 3,500円 円

第１講座（全通研九州ブロック） 3,500円 円

第２講座（九手連） 3,500円 円

500円 円

7,000円 円

2,000円 円

1,100円 円

500円 円

円

3,500円 円

お弁当について　　　　必要　OR　不要　　　　〇を囲んでください。

参加費小計

申込書（個人用）
この申込書を8月10日（木）までに入会されている団体へ提出してください。

全九州手話通

訳者研修会

保育　申込

前夜祭

第71回全九州ろうあ者大会

9月16日

（土）

保育　申込

行事名

聴覚障害者問

題に関わる研

修分科会

お弁当が必要

か不要か〇を

付けてくださ

い。

お弁当　申込
9月17日

（日）

合同研修会(高齢・女性・青年）



 

 

 

     

 

 

  

  

 

 大会の内容・速報は、宮崎県聴覚障害者協会 

 ホームページでもご案内いたします。 

 

 

 

https://msen2022.sakura.ne.jp/wp/?page_id=1160 

お問い合せ先：（社福）宮崎県聴覚障害者協会 県立聴覚障害者センター 

宮崎県宮崎市江平西 2丁目 1-20    FAX0985-29-2279 TEL0985-38-8733  

msen-na@movie.ocn.ne.jp 
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